
  都留漁業協同組合内共第９号第五種共同漁業権遊漁規則 

（目的） 

第１条 この規則は、都留漁業協同組合（以下「組合」という。）が免許を受けた内共第９

号第五種共同漁業権にかかる漁場（以下「漁場」という。）の区域において、組合員以外の

者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物（アユ・ヤマメ・イワナ・ニジマス及び

ウグイをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

（遊漁料の納付義務） 

第２条 漁場区域内において、竿釣り又は置き針による遊漁をしようとする者は、あらかじ

め第４条の規定による遊漁料を納付しなければならない。 

 

（遊漁についての制限） 

第３条 山梨県漁業調整規則（以下「調整規則」という。）第１９条の規定による禁止期間

を延長するときは、総会又は総代会の議決を経て定め、組合の掲示場に掲示し、かつ、必要

があるときは、山梨日日新間に掲載してこれを公示するものとする 

 ２ 遊漁者は、調整規則の規定を遵守するとともに次の表のア欄に掲げる魚種については、

イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄の区域内で、エ欄の期間中でなければ 

    遊漁してはならない。 

ア、漁業の名称 イ、漁業の方法 ウ、区 域 エ、期 間 

 

    アユ漁業 

  竿釣りのうち 

友釣 

    全 域  解禁日の午前４時から 

       11月30日まで 

  竿釣のうち 

    自由釣 

    全 域 ９月１日から 11月30日まで 

 

         

ヤマメ・イワナ 

ニジマス漁業 

        

竿釣り 

    

全 域 

             

解禁日の午前５時から 

       ９月30日まで 

 ニジマス漁業 

  

    竿釣り  

鹿留川ふる里釣場 

1月1日から12 月31日まで 

ヤマメ・イワナ漁業   竿釣り 解禁日の午前５時から 

       ９月30日まで 

    ウグイ漁業     竿釣り  全域  解禁日の午前５時から 

       ９月30日まで 

 但し４月・５月は除く 

 



   

 ３ 前項の定めにかかわらず、次の表のア欄に掲げる魚種については、イ欄の区域内 

    でウ欄に掲げる全長以下のものを、エ欄の尾数を越えて採捕してはならない。 

ア、魚種 イ、区域 ウ、全長 エ、尾数  

ヤマメ 

イワナ 

ニジマス 

 全域 15cm以下  ２０尾 

 

 ４ 第２項の定めにかかわらず、都留市鹿留、山梨県有林31林班はー14 小班地先標柱１

号と同鹿留財産区所有地 3. 854番地先標柱２号を結ぶ直線から下流 940m都留市鹿留 1. 63

7番地先標柱３号と都留市鹿留 1. 531番地先標柱４号を結ぶ直線までの区間（通称第１堰堤

上・下流 130mを危険区域と指定計画区域から除外する）の「鹿留川ふる里釣り場」におい

ては別に定める特別遊漁料を納付しなければ遊漁してはならない。 

 

（遊漁料の額及び納付の方法） 

第４条 第２条に掲げる漁具・漁法を使用して遊漁する場合で、組合事務所（南都留郡西桂

町下暮地 788番地）又は別表に定める場所において納付するときの遊漁料（表中「前売り」

という。）及び遊漁する場所において漁場監視員に納付するときの遊漁料（表中「現場売り」

と 

    いう。）は次表のとおりとする。 

   魚 種 漁具・漁法 期間   遊漁料（消費税込み又は税別）  

  前売り   現場売り 

 アユ・ヤマメ 

 イワナ・ニジマス 

 ウグイ 

 竿釣り  １年    ９、０００円 

 アユ   竿釣り  １日    １．８００円    ２．４００円 

 ヤマメ・イワナ 

 ニジマス・ウグイ 

  竿釣り  １日    １．５００円    ２．３００円 

 

 ２ 次表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次表右欄のとお 

    りとする。 

 小学生以下  無料  

 中学生  ｱﾕ･ﾔﾏﾒ･ｲﾜﾅ･ﾆｼﾞﾏｽ･ｳｸﾞｲ  １年 3,000円 

 高校生  ｱﾕ･ﾔﾏﾒ･ｲﾜﾅ･ﾆｼﾞﾏｽ･ｳｸﾞｲ  １年  4，000円 

 女性・身障者   ｱﾕ･ﾔﾏﾒ･ｲﾜﾅ･ﾆｼﾞﾏｽ･ｳｸﾞｲ  １年  4，500円  

   

   



３条第４項の特別遊漁料は次表のとおりとする。 

 漁  法     魚  種  期間  特別遊漁料（消費税込み）  

  竿釣りのうち 

   餌釣り 

   

         

  

 

  

                  

ニジマス 

     

 

 

 １日券 

      

      

     一般       3,700円 

  

小学生     3,300円 

  

 半日券 

ディタイム券 

     一般     2,900円 

小学生   2,300円   

竿釣りのうち 

ルアー・フライ 

    ニジマス 

ヤマメ 

イワナ 

         

１日券 
一般     4,700円 

女性・中高生  4,500円 

小学生     2,600円 

半日券 

ディタイム券 
一般    4,100円 

小学生    1,500円 

４時間券 一般     3,200円 

 

イブニング券 
一般     2,900円 

 

   小学生   1,300円 

 

 ４ 次表のア欄に掲げる漁場区域において、イ欄の水産動植物を、ウ欄の漁具・漁法を使

用して遊漁する場合の１年あたりの遊漁料は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、エ欄

のとおりとし、この遊漁料は山梨県漁業協同組合連合会（以下「県漁連」という。）（中巨

摩郡敷島町牛句５１８－１番地）又は県漁連の指定する場所においてあらかじめ納付するも

のとする。 

ア．漁場区域 イ．魚種 ウ．漁具・漁法 エ．遊漁料（消費税込み）  

内共第９号に係わるすべての 

漁場区域 

（但し鹿留川ふる里釣り場を 

 除く） 

  アユ    竿釣り       ２８．０００円 

内共第９号に係わるすべての 

漁場区域 

（但し鹿留川ふる里釣り場を 

 除く） 

 ヤマメ 

 イワナ 

ニジマス 

 ウグイ 

   竿釣り       ２５．０００円 

 



（遊漁承認証に関する事項） 

第５条 組合は、第２条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式１－（１）の遊漁承認証

（以下「遊漁承認証」という。）を交付するものとする。 

 ２ 県漁連は、第２条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式１一（２）の共通遊漁承

認証（以下「共通遊漁承認証」という。）を交付するものとする。 

 ３ 遊漁承認証及び共通遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 

 

（遊漁に際し守るべき事項） 

第６条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証又は共通遊漁承認証を携帯し、漁場監

視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。 

 ２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 

 ３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をし

てはならない。 

（漁場監視員） 

第７条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。 

 ２ 漁場監視員は、別記様式２による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であるこ

とを表示する腕章をつけるものとする。 

 

（違反者に対する措置） 

第８条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、

又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の

払い戻しは、しないものとする。 

 

付則（施行期日） 

 この規則は令和７年４月１日から施行する。 

                                              都留漁業協同組合 

                                              代表理事組合長 槇田 英男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 第４条第１項に定める前売り遊漁料の納付場所 

 住 所   名 前   備 考  

富士吉田市下吉田 5.630 ローソン山梨下吉田店  0555-24-3921 

      〃  下吉田  2.072 セブンイレブン吉田高校前店  0555-23-8858 

      〃  上吉田 4-9-6 シマヤ釣具店  0555-23-3521 

      〃  上暮地 1-18-29 オノ釣具店  0555-22-4088 

      〃 下吉田 3.181-8 和田正治  0555-23-3892 

南都留郡西桂町小沼 203-1 セブンイレブン西桂店  0555-25-2870 

      〃 前田商店  0555-25-2011 

      〃 宮下俊光  0555-25-3180 

      〃          1.504 武藤信夫  0555-25-2157 

      〃          1.833 武藤朝夫  0555-25-3173 

      〃          2.324 古屋幸一郎  0555-25-3985 

      〃   倉見  181 小川一男  0555-25-2394 

都留市桂町 1.176-3 ローソン都留桂町店  0554-43-5742 

  〃        1.254-11 小川鮮魚店  0554-43-1362 

  〃        1.395-1 かなものや  0554-43-2472 

  〃  夏狩 2.493 湯之沢温泉 渓山荘  0554-43-2088 

  〃  鹿留   325 阿部一夫  0554-43-0054 

  〃        1.855 竹本克範  

   〃        1.691 佐藤幸平  0554-45-0342  

   〃 夏狩 1.138-8 深沢文隆  0554-43-2137  

  〃  十日市場 100-2 フィッシュ中野  0554-43-5705 

  〃  法能  1.008-2 ヤマザキデイリー都留バイパス店  0554-43-3061 

  〃  小野   434 高部商店  0554-43-4667 

  〃  大野  4.529-1 ヤマザキデイリー桂屋酒店  0554-43-3089 

  〃        3.203 立花屋  0554-43-7600 

  〃         622 小俣商店  0554-43-3242 

  〃         282 青柳商店  0554-43-5053 

  〃  法能   405 佐藤酒店  0554-43-2697 

  〃  上谷 6-10-8 福島釣具店  0554-43-3672 

  〃        2-1-13 ヤマザキデイリー都留市役所前店  0554-43-4999 

  〃  中央 2-6-25 セブンイレブン都留中央店  0554-45-5881 

  〃        3-4-8 ＥＮＥＯＳＵ都留給油所  055443-4690 

  〃  下谷 2.897 庄司郁宣  0554-43-3337 

  〃        4-1-16 歌舞伎  0554-45-1734 

  〃        5-11-9 近藤紀元  0554-45-0420 



  〃        5-10-21 原口清治  0554-43-5911 

  〃  金井 1.003 志村吉彦  0554-43-3468 

  〃  大幡 4.529-1 桂屋酒店  0554-43-3089 

  〃  四日市場 7-1 ファミリーマートかぶとや都留店  0554-45-1855 

  〃  古川渡  838 近藤千尋  0554-43-2967 

  〃  田野倉 450-1 セブンイレブン田野倉店  0554-45-5384 

  〃  朝日曽雌 1.456 山口敏雄  0554-48-2052 

 なお、この表に定めるものの他、「都留漁業協同組合、遊漁承認証販売所」の識旗（赤色

地に白字）の立つ所も納付場所とする。 



様式１－（１）遊漁承認証 

          表                                    裏 
 

遊 漁 承 認 証     No 

 下記のとおり遊漁を承認します。 

記 

 注意事項 

 

１ ・・・・・ 

２ ・・・・・ 

３ ・・・・・  遊 

漁 

者 

（住所）  

（氏名）      （年令） 

 承 認 期 間 

 魚   種 

 漁具・漁法 

 遊 漁 区 域 

 遊 漁 料 

 発行者 

   都留漁業協同組合    印 

 
様式１－（２）共通遊漁承認証 
 
 

 
  

   県下共通遊漁承認証        No. 

氏名 住所 

 

 
 

      

  注 ５ ４ ３ ２ １ 

･･･ 意  遊 遊 漁 魚 承 

  事  漁  漁  具  種  認 

  項  料  区  漁      期 

 

 年 度 

  

 魚 種 

  

 写 真 

  

 

 

 

 

 

    山梨県漁業協同組合連合会  印 

 

 

様式２ 
 

漁場監視員証 

  第  号 

 漁場監視員講習会終了証 

  住  所 

  氏  名             （年令 

  平成 年 月 日から 

  平成 年 月 日まで有効 

 

写真  

 

      都留漁業協同組合 印 

 

 

 


